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「男女雇用機会均等法」が１９８６年に施行されてから、３４年が経過し、その間「育児･介護休

業法」や「パートタイム労働法」など各種の法整備が進められました。勤労者の働き方の見直し

が行われてきてはおりますが、まだまだ仕事を最優先させるライフスタイルを前提とした雇用や

処遇の仕組みが取られている事業所が多く、社員が望む働き方に対応しきれていないのが現

状です。 

牛久市においても、男女共同参画に関する基本的な計画として平成１５年２月に「牛久市男

女共同参画推進基本計画」（実施期間：平成１５年度～２４年度）、平成２５年３月に、「牛久市

男女共同参画推進基本計画・実施計画（第２次）」（実施期間：平成２５年度～２９年度）、平

成３０年３月に「牛久市男女共同参画推進基本計画・実施計画（第３次）」（実施期間：平成３０

年度～３４年度）を策定いたしました。基本計画・実施計画の推進を通じて、社会情勢の変化

やライフスタイルの多様化による新たな課題への対応と、一人ひとりの個性と能力を生かし、充

実した生き方を選択できる男女共同のまちづくりを目指しています。 

このたび実施した「事業所の男女共同参画推進状況アンケート」は、職場において、実際にど

のような環境であるのか、どのような制度があるのかを明らかにするため、令和２年度の入札参加

資格申請の機会を利用し、牛久市内の事業所（市内･準市内事業所）を対象として実施したもの

で、今回１１回目の調査となります。 

この調査を平成２９年度（平成３０年度指名登録業者）の調査と比較しながら、今後の男女共同

参画実施事業に活かし、誰もが性別にかかわらず個人として尊重され、職業生活において、男女

共同参画の意識が着実に根付くよう、市民と企業（事業者）と行政のパートナーシップにより、これ

まで以上に取り組んで参りたいと考えておりますので、より一層のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

 最後に、ご協力いただきました事業所の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 

 

 令和２年 7 月 

 

                                        牛久市長  根 本 洋 治  
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アンケートの概要 

 

（１）目的 

 この調査は、労働の場における具体的な男女の格差や仕事と家庭の両立支援、

女性を積極的に活用する取り組みなどを明らかにすることにより、事業所の実

態を把握し、今後の男女共同参画推進施策の展開に生かすことを目的とする。 

 

（２）調査対象 

 令和２年度の入札資格審査申請をしようとする事業者のうち、牛久市内に本

社を置く市内事業者と、市内に支店･営業所を置く準市内事業者。 

※ただし、前回調査との比較項目については、前回調査対象（平成３１年度入 

札資格審査申請事業者（Ｈ３０調査））と業種が異なるため、業種が同じであっ

た前々回調査対象（平成３０年度入札資格審査申請事業者（グラフではＨ２９と

表記））と比較しております。あらかじめご了承ください。(一部平成２８年度事

業者（グラフではＨ２７と表記）との比較あり) 

 

（３）調査方法 

 ▽配布：入札参加資格審査申請の様式とともに、アンケート用紙を添付し、

事業者に配布（またはホームページからダウンロード） 

 ▽回収：事業者の申請時に申請書類とともに回収する。 

 

（４）調査実施期間 

令和２年１月６日（月）～令和２年１月３１日（金） 

 

（５）調査項目 

 ・男女の雇用と女性の登用状況について 

・育児や介護を行う従業員の仕事と家庭の両立支援に関して（育児・介護休 

業制度について、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策 

定について） 

 ・女性を積極的に活用するための取り組みについて 

 ・職場でのセクシュアル・ハラスメントの防止について 

 

（６）回収結果 

 総回収数  １３１（有効回答数１２５） 

 前回総回収数１４１（有効回答数１４１） 



集計結果

Ⅰ．事業所について
◆業種区分と事業所区分

卸売・小売業（２５事業所）と建設業（２４業所）が全体の約４割を占める。また、事業所
区分では市内事業所（市内に本社を置く事業所）が９１事業所（７３％）、準市内の事業所
（市内に支店・営業所を置く事業所）が３２事業所（２６％）である。

無回答, 1%

グラフⅠ－２ 事業所区分について

市内 準市内 無回答

市内, 73%

91事業所

準市内, 26%

32事業所

卸売・小売業

20%

建設業

19%

施設等の保守管理・清

掃等

14%

その他

28%

グラフⅠ－１ 業種区分について

電気・ガス・水道業 7%

製造業 4%

運送業 3%

印刷・製本業 2%

飲食業 2%
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Ⅱ．男女の雇用と女性の登用状況について

◆従業員数

◆女性従業員の割合

従業員数１０人以下の事業所が全体の５９％を占める。これに従業員数１１人以上５０人
以下の事業所を合わせると、全体の８５％が従業員５０人以下の事業所である。

従業員数に占める女性の割合が２割未満（０～１９％）である事業所が全体の４８％を占
め、これは前回Ｈ２９調査から１６ポイント増加した。４割未満（２０～３９％）である事業
所は前回Ｈ２９調査から２１ポイント減少した。

１０人以下

59%

グラフⅡ－１ 従業員数について

301人以上:4%

101人以上300人以下:1%

51人以上100人以下:5%

11人以上50人以下:26% 

無回答：5%

29%

32%

32%

48%

27%

28%

28%

7%

21%

23%

22%

25%

14%

13%

11%

11%

9%

3%

6%

7%

1%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H25

H27

H29

R1

グラフⅡ－２ 女性従業員の割合

０～２０％未満 ２０～４０％未満 ４０～６０％未満 ６０～８０％未満 ８０～１００％ 無回答
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◆男女別の正規従業員比率

◆新規採用者（令和元年度正規従業員）の男女比について

◆新規採用者（令和元年度正規従業員）の男女比について

従業員に占める正規従業員の比率を男女別に見ると、「女性の正規従業員が２割未満」の事
業所が９６事業所で、全体の７７％を占めた。他方で男性の正規従業員比率は概ね２０％前後
であった。男性の正規従業員が６割を超える事業所が５４事業所で、全体の４３％を占めた。

17.6%

11.2%

23.2%
20.0%

23.2%

4.8%

76.8%

4.8%
10.4%

1.6% 1.6%
4.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

０～２０％未満 ２０～４０％未満４０～６０％未満６０～８０％未満 ８０～１００％ 無回答

グラフⅡ－３ 男女別の正規従業員比率

R1男性 R1女性

平成３１年４月１日以降に正規従業員を採用した事業所は３３事業所（２６．４％）であっ
た。
新規採用者数を合計すると３１６人で、うち男性１６１人（５０．９％）、女性１５５人（４

グラフⅡ－４ 新規採用者数

男性

161人

50.9%

女性

155人

49.1%

（人）
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◆女性管理職について

女性管理職（課長以上）のいる事業所は４６業所（３８．７％）でＨ２９調査（３９％）と
ほぼ同じ割合であった。事業所の規模別に見ると、従業員数５０人までの１０６事業所のう
ち、女性管理職（課長以上）がいる事業所は、４２事業所（３９．６）であった。
管理職に占める女性の割合は１６．９％（８１人）で、部長級以上では２２．２％（５３

人）、課長級では１１．７％（２８人）だった。

グラフⅡ－６ 管理職の男女比

女性

管理職

81人

16.9%

男性

管理職

398人

83.1%

グラフⅡ－５ 女性管理職の有無について

あり

46事業

なし

73事業

うち部長級以上

女性部長

53人

22.2%

男性部長

186人

77.8%

うち課長級以上

女性課長

28人

11.7%

男性課長

212人

88.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

グラフⅡ－７事業所規模別にみた女性管理職比率

H25 H27 H29 R2

従
業
員
数

10

人
以
下

の
事
業
所

従
業
員
数

11

人
～50

人

の
事
業
所

従
業
員
数

51

人
～100

人

の
事
業
所

従
業
員
数

101

人
～300

人

の
事
業
所

従
業
員
数

301

人
以
上

の
事
業
所
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Ⅲ．育児・介護休暇制度について

◆育児休業制度の有無について

◆育児休業期間

規定のある事業所が４３ ％（５４件）であり、Ｈ２９調査から３ポイント上昇した。規定
のない事業所は５６％（７０件）となり、Ｈ２９調査から変わりはなく、依然として過半
数あった。

規定のある事業所のうち育児休業の期間は、Ｈ２９調査と比較して、「子が１歳まで」の割
合が５ポイント増加、「子が１半歳まで」の割合が４ポイント増加した。

43%

40%

38%

36%

56%

56%

59%

64%

1%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

H29

H27

H25

グラフIII-１ 育児休業制度の有無

規定がある 規定はない 無回答

80%

75%

72%

75%

13%

9%

15%

14%

4%

7%

8%

12%

2%

2%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

H29

H27

H25

グラフⅢ－２ 育児休業期間

１歳まで １歳半まで ３歳まで ３歳以上 記入なし
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◆育児休業取得者数

◆介護休業制度の有無について

令和元年度において、配偶者が出産した従業員６７人のうち育児休業を取得した男性は居な
かった。女性は出産した従業員１１人の全員が育児休業を取得している。

規定のある事業所が４２％（５３事業所）と、Ｈ２９調査から４ポイント上昇した。依然として規定のな
い事業所が過半数を占めている。

67

0

11

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80

配偶者が出産した男性

うち育児休業を取得した男性

本人が出産した女性

うち育児休業を取得した女性

グラフIII-3 育児休業取得者数

人

42%

38%

33%

39%

54%

53%

62%

55%

3%

9%

5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R１

H29

H27

H25

グラフIII-４ 介護休業制度の有無

規定がある 規定はない 無回答
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◆期　間

◆取得者数

◆介護休業制度（分割取得）について

規定のある事業所のうち介護休業の期間は、「９３日まで」がおよそ９割を占める。今回「３６５日
を超える期間」と回答した事業所が１つあった。

令和元年度において、介護休業を取得した方は、男女ともに１人ずつであった。

介護休業制度の「規定がない」と回答した６８事業所のうち、「介護休業を３回を上限として分割取得
することが可能となったこと」について知っていると回答した事業所は４４％（３０事業所）、知らない
と回答した事業所は５０％（３４事業所）であった（４事業所が無回答）。

89%

91%

85%

88%

2%

2%

2%

4%

4%

9%

4%

2% 6%

4%

4%

6%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

R１

H29

H27

H25

グラフⅢ－５ 介護休業期間

９３日（３ヶ月）まで １８０日まで ３６５日まで ３６５日超 無回答

グラフⅢ－６ 介護休業制度について

知っている 知らない 無回答

知っている

30事業所

44%

知らない

34事業所

50%

無回答, 4事業所, 6%
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Ⅳ．育児・介護を行う従業員の仕事と家庭の「両立支援」について

働きながら育児や介護を行う従業員のために、何らかの取り組みを行っている事業所は
４９件（３５％）であった。現在導入されている制度としては、「短時間勤務」（５４
件）、「時間外労働の免除または制限」（４０件）、「始業就業時刻の繰り上げ・繰り下
げ」（３６件）が多かった。

49

11

34 36

6

24

4 1 2

59

11 9
14 11

6 9
3 2 1

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

短
時
間
勤
務
制
度

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

始
業
終
業
時
刻
の
繰
り
上

げ
・
繰
下
げ
制
度

時
間
外
労
働
の
免
除
ま
た
は

制
限
制
度

在
宅
勤
務
制
度

子
の
看
護
休
暇
制
度

育
児
・
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護
休
業
者
へ
の
職

場
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム

育
児
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

料
の
援
助

そ
の
他

特
に
な
し

グラフⅣ－２ 両立支援制度について（複数回答）

ある 今後、拡大または導入を検討中

49%

35%

44%

51%

49%

59%

51%

40%

2%

6%

5%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

H29

H27

H25

グラフⅣ－１ 仕事と家庭の両立支援について

何らかの取り組みを行っている 特にない 無回答
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Ⅴ．次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定について

平成１５年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づく「事業主行動計画」を策定した事
業所は８事業所（６％）で、Ｈ２９調査のから変化が見られなかった。策定中または策定予定の１３事業
所（１０％）とあわせると２１事業所（１６％）で取り組みが見られる。なお、法律で策定義務のある従業員
１０１人以上の７事業所では、３事業所が「策定済み」であった。

6%

6%

6%

9%

10%

14%

12%

9%

74%

73%

74%

71%

1%

1%

2%

1%

8%

6%

6%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

H29

H27

H25

グラフ V-1次世代育成支援対策推進法に

基づく事業主行動計画について

策定済みである

現在、策定中である。または策定を予定している。

今のところ策定の予定はない

その他

無回答
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Ⅵ．女性を積極的に活用するための取り組み
女性を積極的に活用する取り組みについて、何らかの取り組みを行っている事業所は４９％
で、Ｈ２９調査より２ポイント減少した。取り組みの内容としては、「女性の積極的登用」
（３４件）、「男女の固定的な役割分担の見直し」（２２件）、「人事考課基準」（２１件）、な

46%

44%

51%

49%

41%

51%

47%

47%

12%

4%

2%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H25

H27

H29

R1

グラフⅥ－１ 女性の積極的活用について

何らかの取り組みを行っている 特にない 無回答
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グラフⅥ－２ 女性の積極的活用について

R1 H29 H27
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Ⅶ．職場でのセクシュアル･ハラスメントの防止について

職場でのセクシュアル・ハラスメントの防止について何らかの取り組みを行っている事業所
は４６事業所（３３％）でＨ２７の調査（２９％）よりも４ポイント増加した。取り組みの内
容としては、「就業規則への記載」（２９件）、「相談窓口の設置」（２９件）などが挙がっ
ている。
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自由記述（全て記載） 

 当社は役員と同居親族のみで営業、労働者を雇用していない。育児休業、介護

協業等の規定はないが、労働者を雇用した場合は法令に従い、育児休業、介護

休業等を適用し、両立支援対策に取り組みます。（卸売・小売業／従業員数・無

回答） 

 

 女性従業員の多い職場ですが、小さい子供がいる社員が少ない為、出産育児休

業を取得する社員は現状ではおりません。ただし、今後対象になる社員が生じた

さいに取得できるようにするためには、希望する保育所に入所できるよう育児施

設の拡充を希望希望します。（飲食業／従業員５１～１００人） 

 

 小規模の個人事業なので、従業員を雇用する予定はありませんが、アルバイト

等の臨時的な業務として、有資格者であれば活用したいと思います。（施設等の

保守管理・清掃等／従業員１０人以下） 

 

 ハラスメントは許さないという事業主の方針をしめしておりますが、服務規律等に

も今後文書化すると同時に従業員心得や行動マニュアルとしてのこしたいと思っ

ており、全従業員にも周知できるようにしたいと思います。今後少子高齢化、グロ

ーバル化が進む中、男女がお互いを尊重し意見も交換しながら共同の目的のた

め、性別に関係なく積極的に業務に参画するというのが本来のあるべき姿であり

ます。その為、男女にかかわらず抱えている問題についても相互に配慮しあえる

ような寛容な信頼関係の構築が必要と考えます。（施設等の保守管理・清掃等／

従業員３０１人以上） 

 

 就労の場での女性の登用：除草作業やその際発生したゴミの処理などに登用し

たい。（施設等の保守管理、清掃等／従業員１０人以下） 

 

 店舗女性スタッフは１名～３名と数少ない為、年２回女性フォーラム（勉強会・懇

親会）を設けて、店舗間の交流を深め、お互い相談しやすい環境にしている。（卸

売・小売業／従業員３０１人以上） 

 

 個人事業主かつ専従者として配偶者に経理事務を任せ二人で事業をしています。

二人ともワークライフバランスの一環として家庭と仕事の自己管理を徹底して努

めております。（施設等の保守管理、清掃等／従業員１０人以下） 
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 当社は高齢者の方を積極的に登用しており、今後も引き続き登用します。また就

労継続支援 A型、B型へ仕事の機会の提供を積極的に行っています。（印刷・製

本業／従業員１０人以下） 

 

 職種的に女性の方が活躍が発揮できる場であると考えております。（その他／従

業員数・無回答） 

 

 平成31年1月より女性課長を取締役社長に就任させ、社長を中心に女性の活躍

を促進しております。（卸売・小売業／従業員１０人以下） 
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Ⅰ 調査結果の要約 

 １ 事業所について 

  今回の牛久市における「事業所の男女共同参画推進状況アンケート」の結果では、回答してい

る事業所のうち、従業員１０人以下の事業所は５９％、１１人以上５０人以下の事業所は２６％

で、両者で全体の８５％となり、アンケートの結果を大きく左右していると予想される。 

しかし、「事業所規模別にみた女性管理職比率」（グラフⅡ－７）を見ると、従業員１０人以下

の事業所と１１人以上５０人以下の事業所で、大きな開きが出ている。全ての結果についてクロ

ス分析が行われているわけではないので一概には言えないが、事業所規模が１０人以下の事業所

と、１１人以上５０人以下の事業所、つまり家族経営の要素が強い事業所と、そうでない事業所

では、男女共同参画推進の現状や方法が大きく異なっていると予想されることを念頭に置く必要

があると思われる。 

 

 ２ 男女の雇用と女性の登用状況について 

  「女性従業員の割合」（グラフⅡ－２）の結果を見ると、従業員数に占める女性の割合が２割

未満（０～１９％）である事業所が全体の４８％を占め、これは前回Ｈ２９調査から１６ポイン

ト増であり、女性の割合が減少に転じている。他方で、令和元年度に正規従業員を採用した３３

事業所（新規採用者数３１６人）のうち、女性は４９％とほぼ半数を占め（「新規採用者の男女

比」（グラフⅡ－４））、新規採用を行った事業所においては女性の就労機会は十分といえる結果

となった。 

 

 ３ 育児･介護休業制度について 

  「育児･介護休業制度の有無について」という質問項目では、育児休業制度・介護休業制度と

も約半数の事業所が「規定を持っていない」という結果となった。H２９の調査と比べると、育

児休業制度・介護休業制度とも、規定がある事業所が増えてきてはいるが、労働基準法や育児・

介護休業法の趣旨に沿って、規定の整備を進める必要があるのではないかと思われる。 

 

 ４ 仕事と家庭の「両立支援」について 

  「仕事と家庭の両立支援」については、４９％の事業所が「何らかの取り組みを行っている」

と回答しているが、４７％は「特にない」と答えている。支援制度の内容は、短時間勤務や始業

時間外労働の免除または制限、始業終業時刻の繰り上げ・繰下げなど多岐にわたっている。 

  こうした制度は、従業員が積極的に利用できるように周知徹底することが必要であり、仕事と

生活の調和「ワーク・ライフ・バランス」を可能とする働き方の見直しを推進することにより、

さらに働きやすい職場環境が期待できるので、特に実施していない事業所に働きかける必要があ

る。 

 

 ５ 次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定について 

  「次世代育成支援対策推進法」に関する項目では、法律で対象とされている事業所（１０１人

以上は義務）の７事業所のうち３事業所が｢策定する予定｣であった。 

また、「女性の積極的な登用・採用」も４９％が何らかの取り組みを行っているものの、４７％

の事業所が「特にない」と答えている。今後も性別に関わりなく能力を発揮できる職場環境の整

備、就労機会の確保を求めていく。 

調査結果のまとめ 
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 ６ 職場でのセクシュアル・ハラスメントの防止について 

   「セクシュアル・ハラスメントの防止」については、取り組みを行っている事業所は４９％に

とどまった。取り組み例としては、就業規則への記載、相談窓口の設置が多いようであるが、安

心して相談できる外部相談窓口及び啓発を進めていく必要がある。 

 

 

Ⅱ 今回の調査と前回の調査を比べて明らかになった市内事業所の現状と課題 

＜現状＞ 

 （１）従業員数については、全体の８５％の事業所が従業員数５０人以下であり、H2９調査（８

６％）とほぼ変わらなかった。従業員に占める女性の割合については、H2９調査において２

０％未満の事業所が３２％であったが、今回の調査では４８％となり、１６ポイント増加した。

正規従業員についても、H2９調査において２０％未満の事業所が３２％であったが、今回の

調査では４８％となり、１６ポイント増加した。 

 

 （２）育児休業制度について、４３％の事業所に規定があり、H2９調査（４０％）より３ポイン

ト増加した。育児休業の期間については、８０％の事業所が「子が１歳まで」であり、「子が

１歳半まで」が１３％、「３歳以上」２％あった。育児休業取得者数は、令和元年度において

配偶者が出産した従業員６７人のうち育児休業を取得した男性は居なかった。女性は出産した

従業員１１人の全員が育児休業を取得した。 

 

 （３）介護休業制度について、４２％の事業所に規定があり、H２９調査（３８％）より４ポイン

ト増加した。規定がある事業所のほとんどが９３日（３ヶ月）の休業期間を設けている。実際

に介護休業を取得した従業員は H2９調査が８人だったのに対し、令和元年度は２人取得（男

女１人ずつ）となった。 

 

 （４）仕事と家庭の両立支援について、何らかの取り組みを行っている事業所が全体の４９％（H2

９調査３５％）、女性を積極的に活用するための取り組みを行っている事業所が全体の４９％

（同５１％）、セクシュアル・ハラスメント防止について取り組みを行っている事業所が全体

の４９％（同３３％）であった。H2９調査よりも仕事と家庭の両立支援の取り組みを行って

いる事業所が１４ポイント増加した。 

 

 

 ＜課題＞ 

従業員数に占める女性の割合が減少していることが分かった。育児休業制度／介護休業制度の

規定がある事業所は依然として過半数未満であり、令和元年度に育児休業を取得した男性はいな

かった。介護休業を取得した従業員は介護休業を取得した方は、男女ともに１人ずつであった。

育児・介護休業制度を利用しやすい環境になってきているとは言えないため、改善を働きかけて

いく必要がある。 

仕事と家庭の両立支援などの取り組みについては、まだまだ実際に取り組んでいる事業所が少

ないため、今後も引き続き調査を行うことにより、事業所経営層の意識の啓発を行っていくとと

もに、行政と事業所の窓口をつなげ、連携して男女共同参画を進めていく必要がある。 
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  令和元年 12 月 

 

 

入札参加資格審査申請事業者各位 

 

   牛久市長  根 本 洋 治   

(市民活動課男女共同参画推進室) 

 

 

男女共同参画推進状況の調査について（お願い） 

 

 

 平素から市政運営に対するご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、牛久市では、平成 30 年３月、「牛久市男女共同参画推進基本計画・実施計画（第３次）」

を策定し、男女が性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に生かし、充実した生き方を選択

できる真に豊かな社会の実現に向け、様々な取り組みを行っております。 

 平成２０年度からの取り組みとしまして、入札参加資格審査申請の機会を利用させていただき、

市内事業所における男女共同参画や子育て支援の推進状況を調査させていただくこととしており

ます。つきましては、ご多用中恐縮ではございますが、ご協力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

なお、今回の調査は、牛久市内の事業所(市内・準市内業者)を対象とさせていただいております。

また、男女共同参画等の推進状況の把握が目的であり、回答内容は入札参加資格審査に影響するも

のではありません。 

報告いただいた内容につきましては、経年変化を調べ、報告書にまとめまして、今後の本市の男

女共同参画推進施策の展開に活かしてまいります。 

貴事業所におかれましては、本調査の趣旨をご理解いただき、別紙の【男女共同参画推進状況調

査書】にご記入のうえ、入札参加資格審査申請と同時にご提出いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

この調査に関するお問い合わせ 

牛久市市民活動課男女共同参画推進室 

T E L ０２９－８７３－２１１１（内線１６３１） 

月曜～金曜（祝日を除く） ８：３０～１７：１５ 

E メール sh im in@c i t y . ush i ku . i ba rak i . j p 

 

 

資 料 

mailto:shimin@city.ushiku.ibaraki.jp
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【男女共同参画推進状況調査書】 

＊このアンケートは牛久市内の事業所(市内・準市内業者)を対象とさせていただきます。 

 

事業所名             

 

Ⅰ 貴事業所について 

【問１】業種区分についてあてはまるものの記号を○で囲んでください。 

ア．建設業   イ．製造業   ウ．電気・ガス・水道業   エ．測量  

オ．調査、コンサルタント   カ．印刷・製本業   キ．医療・福祉 

ク．卸売・小売業   ケ．施設等の保守管理、清掃等   コ．飲食業 

サ．理容・美容業   シ．運送業   ス．その他 

 

【問２】事業所区分についてあてはまるものの記号を○で囲んでください。 

 

ア．市内   イ．準市内 

 

＊「市内」とは市内に本社を置く事業所、「準市内」とは①市内に支店・営業所を置く事業所、②法人の設

立に関する申告書を提出してある事業所、③事務所として実体がある事業所とします。 

 

 

Ⅱ 男女の雇用と女性の登用状況について（令和元年１０月１日現在） 

【問３】従業員数について【  】の中にそれぞれ人数をご記入ください。 

正規従業員数      男性【   】人 ／ 女性【   】人 

非正規従業員数     男性【   】人 ／ 女性【   】人 

今年度（平成３１年４月１日以降）の新規採用者（正規従業員） 

            男性【   】人 ／ 女性【   】人 

＊「非正規従業員」とは「正規従業員」を除いた人数とし、パートなどを指すものとします。 

 

【問４】管理職数について【  】の中にそれぞれ人数をご記入ください。 

  部長級以上     男性【   】人 ／ 女性【   】人 

  課長級以上     男性【   】人 ／ 女性【   】人 

＊「部長」「課長」などの職名を使用していない場合は、貴事業所の実態にあわせて判断してください。 
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 Ⅲ 育児・介護休業制度について 

【問５】貴事業所には、就業規則に育児休業の規定がありますか？ あてはまるものの記号を○

で囲んでください。 

 

ア．あ る   イ．な い 

    ↓ 

問５で「ア（ある）」と回答された場合は【  】の中に年齢、人数をご記入ください。 

 ●規定上の休業期間は子どもが【   】歳になるまで 

 ●平成３０年度（30年4月1日～31年3月31日）に、本人または配偶者が出産した従業員はいま

すか？ いる場合は、そのうち育児休業を取得した人数をお書きください。 

 

  配偶者が出産した男性【   】人（うち育児休業取得者【   】人） 

  本人が出産した女性 【   】人（うち育児休業取得者【   】人） 

 

【問６】貴事業所には、就業規則に介護休業の規定がありますか？ あてはまるものの記号を○

で囲んでください。 

 

ア．あ る   イ．な い 

    ↓ 

問６で「ア（ある）」と回答された場合は【  】の中に日数、人数をご記入ください。 

●規定上の休業期間は【   】日まで 

 ●平成３０年度（30年4月1日～31年3月31日）に、取得した従業員はいますか？ いる場合は

人数をお書きください。 

 

  男性【   】人、女性 【   】人 

 

問５又は問6で「イ（ない）」と回答された場合は、次の質問にお答えください。 

 

 ●介護休業制度について、平成２９年１月１日から、対象家族１人につき通算９３日まで、３

回を上限として、介護休業を分割して取得することが可能になったこと、また、介護のための

所定外労働の制限（残業の免除）が新設されたことはご存じですか？ 

 

ア．知っている   イ．知らない 

 

※詳しくは茨城労働局のホームページをご覧ください。 

 （http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp） 

 

 

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/
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Ⅳ 育児や介護を行う従業員の仕事と家庭の両立支援について 

【問７】貴事業所には、働きながら育児や介護を行う従業員のために下記の制度がありますか？ 

あてはまるものすべての記号を○で囲んでください。 

ア． 短時間勤務制度 

イ．フレックスタイム制度 

ウ．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度 

エ．時間外労働の免除または制限制度 

オ．在宅勤務制度 

カ．子の看護休暇制度 

キ．事業所内託児施設の設置 

ク． 育児・介護休業者への職場復帰プログラム 

ケ． 育児・介護サービス利用料の援助 

コ．その他（具体的に                             ） 

サ．特になし 

 

【問８】問7の各項目のうち、今後、導入または拡大を検討中のものがあれば、あてはまるもの

すべての記号を○で囲んでください。 

ア． 短時間勤務制度 

イ．フレックスタイム制度 

ウ．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度 

エ．時間外労働の免除または制限制度 

オ．在宅勤務制度 

カ．子の看護休暇制度 

キ．事業所内託児施設の設置 

ク．育児・介護休業者への職場復帰プログラム 

ケ．育児・介護サービス利用料の援助 

コ．その他（具体的に                             ） 

サ．特になし 
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Ⅴ 次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定について 
 

【問９】平成17年に施行された「次世代育成支援対策推進法」については、平成２６年4月に法

律の有効期限が平成37年3月31日まで延長されました。よって、引き続き国や自治体

のほか企業等は従業員の子育てを支援するための「行動計画」を策定する必要がありま

す。（従業員１01人以上の事業所は策定義務、100人以下の事業所は努力義務） 

そこで、貴事業所での策定状況についてあてはまるものの記号を○で囲んでください。 

 

ア．策定済みである 

イ．現在、策定中である。または策定を予定している 

ウ．今のところ策定の予定はない 

エ．その他（具体的に                             ） 

 

 

Ⅵ 女性を積極的に活用するための取り組みについて 
 
【問10】貴事業所では下記のような取り組みを行っていますか？ あてはまるものすべての記

号を○で囲んでください。 

 

ア． 性別により評価されることがないよう人事考課基準を明確に定めている 

イ． 女性の採用及び登用を積極的に行っている 

ウ． 男女の固定的な役割分担の見直しなど職場環境の整備を行っている 

エ．女性を活用するための推進体制の整備または活用計画の策定を行っている 

オ．女性を活用するために教育訓練や研修を行っている 

カ．女性活用の重要性について男性に対する啓発を行っている 

キ．仕事と家庭との両立支援制度を整備している 

ク．その他（具体的に                              ） 

ケ．特になし 
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Ⅶ 職場でのセクシュアル・ハラスメントの防止について 

 

【問1１】貴事業所では下記のような取り組みを行っていますか？ あてはまるものすべての記

号を○で囲んでください。 

 

ア． 資料やパンフレット配布など啓発活動 

イ． 防止のための研修 

ウ． 相談や苦情のための窓口の設置 

エ． 相談や苦情を受けた場合の対応マニュアルの作成 

オ．就業規則へのセクシュアル・ハラスメントに関する事項の記載 

カ．その他（具体的に                              ） 

キ．特になし 



24 

 

Ⅷ 自由記述欄 

 

【問1２】就労の場での女性の登用や、男女のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

などについて、事業者としてのご意見や本市への要望、またはアピールしたい取り組

みなどがございましたら下記に記入をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅸ その他 

【問1３】牛久市男女共同参画推進室では、男女共同参画に取り組む市内企業を取材させていた

だき、「広報うしく」に掲載し、市内企業の取り組みを広く市民にお知らせさせてい

ただいております。御社での取り組みについて、取材にご協力いただくことはできま

すか。（はい、いいえ） 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

＊入札参加資格審査申請と同時にご提出ください。 

 

 

牛久市市民活動課男女共同参画推進室 
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